
ベビーシッター利用支援事業 
 事業概要 
  待機児童の保護者 又は 育児休業満了後に復職する保護者が、子の保育所等入所までの間、
認可外のベビーシッターを利用する場合の利用料の一部を助成 

（１）参画事業者の認定 
 安定的な保育サービスの提供により、保護者
が安心して利用できるよう、四つの観点から認
定基準を定め、参画事業者を認定 

 （令和元年５月現在１３事業者認定 ） 

  ① 保育の提供体制 

  ② 保育の質 

  ③ 事業の安定的運営 

  ④ 利用者支援 

（２）ベビーシッターの養成 
 保有する資格等に応じて、研修の受講を義務
付け（平成３０年度修了者数） 

  ① 居宅訪問型保育基礎研修（２６８人） 

  ② 補足研修（１５９人） 

  ③ ガイダンス研修（３６８人）  
   

    ※③は悉皆研修 

 ○ 対象児童 ： ０～２歳児 

 ○ 利用時間 ： 月曜日から土曜日までの午前７時～午後１０時 （祝日・休日を除く）   

 ○ 利用上限 ：（保育短時間認定）  １日上限８時間  かつ 月上限１６０時間  

           （保育標準時間認定） １日上限１１時間  かつ 月上限２２０時間 

 ○ 負担割合 ： 待機児童 ： 都７/８、区市町村１/８・育児休業満了者 ： 都１０/１０ 

 保育の質を確保し、安心して利用できる環境整備 
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